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条件付現金給付 による貧困対策の

政治経済学的考察:

ラテンアメ リカの事例か ら

浜 口

高 橋

伸 明

百 合 子

ラテンアメリカでは貧困層の脆弱性を克服するために,家 庭が子供の教育や健康

・栄養管理に責任を持って取り組むことと,そ のような行為の変革を社会が現金給

付で支えるという共同責任の原則に基づいた条件付現金給付による社会政策が広く

実施されている。その中でも最大の成功例と思われるメキシコのプログレサ/オ ポ

ル トゥニダデス計画は,通 貨危機後の厳 しい財政制約の中における実効性のある貧

困対策として,そ れまでの一般補助金に代わって導入された。政策転換はさまざま

な勢力の反対に遭いながらも,何 とか実現に漕ぎ着けた。その後もターゲティング

の客観性および第三者による外部評価を通じた透明性の確保と制度設計の改善,さ

らに国際機関からお墨付きをあたえられたことから,2度 の政権交代を経てもプロ

グラムは継続 ・拡大している。本稿は条件付現金給付の経済的合理性と政策導入が

成功するための政治的要因について考察している。

キ ー ワー ド プロ グ レサ,条 件付 現 金給 付,タ ーゲ テ ィ ング

1は じ め に

本稿は,ラ テンアメリカにおいて新たな貧困削減戦略 として注目されている条件付現金給

付(Conditional()ashTransfer,CCT)政 策 について,そ の制度設計と導入および持続の諸問

題について政治と経済の両方の文脈から検討す ることを 目的としている。我々の分析は,第

1に,第2節 において,ラ テ ンアメリカの事例に基づいて,経 済的合理性の観点からCCT

の制度設計おいて留意すべき点についての論点整理を行 う。合理的な貧困削減政策の原則は,

「必要な人に必要なだけ」支援を与え,そ れが社会全体の福祉につながることであるとして

も,政 治的に合意されなければそのような政策実施が実現 しなかったり,既 得権益を利する
1)

ような歪んだ形で実施されたりする。そこで,本 稿の第2の 論点 として,第3節 と第4節 で

CCTの モデルケースとされるメキシコの事例に焦点を当てて,政 策導入が成功す るための

政治的要因について考察す る。
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2ラ テンアメ リカにおける貧困と条件付現金給付政策

表1は ラテ ンアメ リカにおける貧困問題の深刻 さの一端を表 したものである。 この表にお

ける貧困家計と極貧家計はそれぞれ,収 入が基礎的食料バスケットの費用の2倍 以下,1倍

以下 と定義 されている。 メルコスル ・グループの中ではウル グアイ,ア ンデス地域諸国の中

ではチリ,中 米諸国の中ではコスタ リカが,そ れぞれ比較的低い数値を示 している。90年 代

以降,政 治的にも経済的にも安定 した状況を享受 してきたこれらの国々を除 くと,長 く不安

定な状況 に置かれてきたラテンアメ リカ地域では,貧 困層は社会的上昇の機会を奪われてき

た。また,す べての国において都市 よりも農村の貧困問題はより深刻である。経済発展が進

んでいるブラジルやメキシコにおいても,農 村部ではなお深刻な貧困問題を抱えている。

このようにラテンアメリカにおいて多数を形成する貧困層が置かれている現状は,最 低限

必要な物資を手に入れるために十分な所得を確保できないだけではな く,ひ とたび予期せぬ

困難に直面すると,容 易に生存が脅かされる状況に陥 ってしまうような脆弱なもので もある。

そのような困難な問題 は,早 越やハ リケーンなどの 自然災害 による農業生産や生活基盤の破

壊のみな らず,イ ンフレーションや不況による失業などの経済政策の失敗に起因する人為的

な要因によっても引き起こされる。 このような貧困層に対 して十分な社会的保護を与えられ

るほどの財政的余裕はラテンアメ リカ政府には無 く,多 くの人 々は剥き出しのままリスクに

さらされて しまう。

短期的な影響 しか持たないショックに対 して何 らかの予備的手段を持 っていれば,そ れ ら

は長期的な影響を持たない。たとえば十分な教育 ・技能があれば,不 況業種か ら転職するこ

とができるし,リ スク分散やリスクヘ ッジを考慮 した資産形成や保険の適用など,あ らか じ

めリスクをカバーしてス トックを形成することも可能である。また,金 融機関か ら貯蓄の引

き出しや借入を行 うことによって,消 費を削減せずに乗 り切ることもできよう。

しか し,貧 困層はこのような予備的手段を持たないため,危 機への対応 として,た だでさ

え少ない消費の削減,追 加的な労働力の投入(子 供を働きに出す),外 国への出稼ぎなどの

防衛策を講 じるしかな く,い ずれにしてもその家計の暮 らしぶ りは非常に大きな変更を余儀

なくされる。

このような危機への対応の仕方は,短 期的に留まらず,長 期的な影響を残 してしまう。た

とえば,子 供が短期的にせよ学校を休んで働きに出た場合,そ の間に勉強についていけな く

なるなどの再編入のコス トが生 じて,子 供が学校に戻らな くなるような問題である。 このよ

うに して子供の教育が停止 して しまうと,次 世代に貧困が再生されて しまうことになる。

社会にとって,個 人め貧困状態の改善が社会の安定や技術進歩を もた らす外部経済性を念

頭に置 くと,貧 困対策は社会にとってコス トではな く人的資本形成のための投資であると考
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表1ラ テンアメリカ諸国の貧困家計と極貧家計の比率(%)

デー タ年
貧困家計 極貧家計

都市 農村 都市 農村

メキ シコ 2005 28.5 47.5 5.8 21.7

中
米
地
域

コ ス タ リカ 2005 20.0 22.7 5.6 9.0

エル サルバ ドル 2004 41.2 56.8 13.8 26.6

グアテマ ラ 2002 45.3 68.0 18.1 37.6

ホ ン ジ ュ ラ ス 2003 62.7 84.8 35.1 69.4

ニ カラ グア 2001 63.8 76.9 33.2 54.9

パ ナマ 2005 24.4 47.8 7.7 29.4

ドミニカ共和 国 2005 45.4 51.4 22.3 28.8

ア
ン
デ
ス
地
域

ボ リビア 2003 53.8 80.6 20.2 58.8

チ リ 2003 18.5 20.0 4.4 62

コ ロ ン ビ ア 2005 45.4 50.5 182 25.6

エ クア ドル 2005 45.2 54.5 17.1 29.2

ペル ー 2001 42.0 78.4 9.9 51.3

ベネ ズエ ラ 2005 37.1零
● ・ ・ 15.9* ■ ● ■

メ
ル
コ

ス
ル

アル ゼ ンチ ン 2005 26.0 ● ・ ・ 9.1 9● ○

ブラ ジル 2005 32.8 53.2 8.2 22.1

パ ラ グアイ 2005 55.0 68.1 23.2 44.2

ウル グアイ 2005 18.8 ■ ● ● 4.1 ■ ■ ●

【 ラテ ンアメ リカ平 均 2005 34.1158,8110。3 32.5

3ベ ネ ズ エ ラは 国 全 体 の 指標 。 アル ゼ ン チ ン と ウル グ ア イ は 農 村 の デ ー タが な い。

(出 所)ECLAC,SlatiSticalYcarbookforLatinん 酬`σandthe(laribbcan2C)06,ECLAC,

Santiago,2007.

えるべきである。 したが って貧困対策は,現 在生存を脅かされている人々の生活を直接的に

支援するとともに,将 来の貧困に対処す るような方策に,今 取 り組むとい う複眼的な視点が

求め られる。 これにたいして,世 界銀行等の国際機関で提唱されている 「社会を挙 げたリス

クへの対処(SocialRiskManagement,SRM)」 アプローチ(HolzmannandJ¢rgensen2000)は,

貧 しい人々にとって貧困対策が安全網であるとともに貧困か ら抜け出すための踏切台 ともな

るよう,常 に貧 しい人々に社会サー ビスへのアクセスを確保 し,非 正規の リスクシェアリン

グの仕組みに頼 らな くてもすむようにす ることを重視 している。

SRMア プローチにおける貧困対策の制度設計においては,政 府だけではな く,コ ミュニ

ティや非政府組織の関わ りや銀行や保険のような市場機構をも活用することが必要であり,

これらを国際機関や援助国が効果的に支援するという視点に立 っている。そ して,貧 困対策

の中では貧困に直面 している個人 とその家庭の役割が重要であり,援 助す る社会的機構 と援

助される個人の間の 「共同責任(co-responsib宝1ity)」がSRMア プローチの核心部分 といえる。

SRMア プローチを実践する方法 として近年注 目を集めているのが,CCT政 策である。
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表2ラ テ ンアメ リカ地域 で実 施 されて い るCCT

国 名 計 画 名 支 援 の 対 象 給付対象数 開始年

アルゼ ンチ ン

PlanFamilias
収入が最低賃金以下の家計。5歳 から19歳の

就学 している子供の数に応じて支給額決定。
50万 世帯 2005

Je`esdeHogar

18歳 以下の学校 に通 って いる子供 がいる,親

が失業 中の家計。親は1日4～6時 間指定 さ

れた職 場で仕事をす る。

147万 人 2002

ブラジル BolsaFamnia

家族一人 当た りの収 入が120レ アル以下の家

計。月60レ アルの最貧 層 は支給 額 の加算 あ

り。 妊婦 と乳幼の他 に15歳 まで の学齢期 の子

供 の数 に応 じて加算給付。

1100万 世 帯 2003

チ リ ChileSolidaゴo

18歳以 下の子供,高 齢者,障 害者 に対 する現

金給 付。 受給開始後24ヶ 月間,地 域 の生活指

導員 の下,自 立支援 プログラムに参加 し,教

育,保 健,住 宅,仕 事な ど53の 細 かい条件 の

達成 が求め られ る。 この間現金給付 を加算給

付。

22.5万世帯 2002

コロンビア FamiiiaenA㏄ion

県庁所 在地,10万 人以上の都市 を対象地域 か

ら除き,貧 困家庭の18歳 以下の子供 を支援。

SPOTCHECKと 呼ぷ6ヵ 月 ごとのサ ンプル'

サーベイによ る制度評価を行 って いる。

42万世帯 2001

コスタリカ Avancem6s
貧 困層 の中等教育普及 に焦点が あ り,12歳 か

ら21歳 を支援。
52万 人 2006

エルサルバ ドル RedSolidaddad
5歳 以下 の乳幼 児,妊 婦。6歳 か ら15歳 の就

学 している子供のい る家庭
10万 世帯 2005

パ ラグアイ TEKOPORA 貧困地域の妊婦と14歳までの子供。 9000世 帯 2005

ペ ル ー Juntos 貧困地域の14歳までの子供 31万 世帯 2005

エ クア ドル BonodeDesarrolloHumano 16歳 までの子供 123万 人 2003

ニカ ラグア ReddeProte㏄i6nS㏄ia1 13歳 まで。 不明 2000

ドミニ カ共和国, Solidaridad 16歳 まで。 8.7万 人 2005

ホ ンジュラス PRAF 12歳 まで。 不明 1990

メキ シコ Progresa/0P。 血nidades 第4-1節 参 照。 500万 世帯 1997

(出 所)ThirdInternationalConferenceonConditionalCashTransfers,"CountryHogramProfiles,"WorldBank,Istanbul,

June26-30,2006.(httpV/info.worldbank.orgtetools!icctO6/DOCS/remplateCCT _EN,pdf2007年11月20日 ア クセ ス)

CCTは 貧困家庭に対 して子供の教育や健康保全の義務を履行す ることを条件に小額で継続

的な現金給付を行 うものであるが,親 が子供の教育や健康に責任を持ち,そ れを現金給付に

よって支えることで,家 庭と社会が責任を共有する貧困対策である。現金給付は現在の貧困

状況を緩和するだけでな く家庭の行動様式の変更を働きかける介入であ り,人 的資本の形成

によって将来 にわたる貧困の連鎖を断ち切 ることを目的としている。

ラテ ンアメ リカでは,表2に 見 られるように,多 くの国が貧困層を対象にした社会政策と

CCTを 導入 している。CCT導 入以前の社会政策は,対 象者を限定せず,食 料品や教育 ・住

宅 といった基礎的サービスに対 して大規模な一般補助金(generalsubsidy)を 投入す るもの

であった。 この政策は,国 民の幅広 い層から政治的支持を動員することを目的とした旧ポピ
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ユリス ト政権の遺産であり,こ の政治的動機を色濃 く反映した社会政策は次第に国家財政を

圧迫する結果となった。さらに,比 較的裕福な都市部の労働者および中産階級を優遇 し,困

窮度の高い農村部および都市インフォーマル部門の低所得者層を救済 しないという点で,極

めて実効性に乏 しい福祉政策であった。1990年 代以降,ラ テンアメリカでは新 自由主義の経

済改革が進められる中で財政規律がより厳格になっており(西 島 ・細野2004),ポ ピュリス

ト的なばら撒き型の社会政策が否定 される中で,効 率性を重視する新 自由主義 と整合的な社

会政策 としてCCTへ の期待が大きい。次節で詳 しく述べるメキシコのプログレサ/オ ポル

トゥニダデス(PROGRESA/OPORTUN【DADES)計 画 の成功は,他 のラテンアメリカ諸国に

とってひとつのモデルとなった。

CCTを 効率的かつ公正 に実施するためには,支 援す る対象に正確 にターゲ ットを定める

ことが肝要 となる。図1は 横軸に条件を課す公的初等教育を,縦 軸にその他の一般消費財を,

それぞれ割り当てて,あ る予算制約に対 して無差別曲線 と接する点で需要の組み合わせを決

定するように描かれている。政府は現金移転 に際 して受給者にCの 水準の公的初等教育を

受けることを条件 としているため,Cを 超えると現金移転によって予算制約が上方 にシフ ト

するように描かれている。OQは 公的初等教育が上級財であると仮定 した場合のエンゲル曲

線である。

図1CCTの 概念図

一般消費財

R'

PT σP'

σP

OC公 的初等教育

(出所)Das,eta1.(2005)Figure1に 筆者加筆。

標 準 的 な 貧 困 家 庭 の 場 合,現 金 移 転 が な け れ ば,消 費 の 選 択 はPで あ り,政 府 が 必 要 と

考 え る初 等 教 育 の 水 準 を 下 回 って い る。 しか し,条 件 付 現 金 移 転 が 行 わ れ れ ば,消 費 選 択 は
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PTに 移動 して教育水準が上昇 し,効 用水準 もU,か らUP'に 改善 している。ただし,UP'は

現金移転 とともに条件を課 さない予算制約(破 線で表示)と 接 していないからPTは 最適で

はな く,条 件を課 したことによって歪みが生 じている。 しか し,政 策としてP「 を選択する

ように行動を変えさせることは,初 等教育の普及がもたらす外部経済効果が社会的厚生を高

めることにより正当化されよう。

一方,富 裕層 に対 して現金移転を行 うことは,社 会的所得再分配の観点か ら好ましくない。

例えば現金移転 によって富裕層 もR'か らRPtに 消費の組み合わせを変化 させて効用を増加

させることができる。この場合は,富 裕層を所得移転プログラムから排除するように厳格な

資力調査(meanstest)を 実施する必要がある。ただ し,ラ テンアメリカでは富裕層は公立

学校よりも教育の質が高い私立学校で教育を受けさせる傾向があるように,公 的初等教育が

下級財である場合には,自 己選択によりこの問題は回避される。富裕層が選択す る消費の組

み合わせがRで あるとすると条件付現金給付を受けてR'を 選択することはURか らぴ'へ

と厚生水準の低下につながるので,富 裕層はこの社会プログラムの受給者になることを自ら

拒否するからである。

もう一つの考慮すべき問題として,低 所得層であっても現金移転がな くても政府が基準 と

するレベルの公的教育を受けさせ るつもりがある家計(P'を 選択)の 場合は,現 金移転は家

計の教育に対する行動を変えさせ るという意味を持たない。この場合,現 金移転 は受給家計

の一般消費を増加させて私的効用を増大させるが,社 会的効用には影響を与えないので,費

用を負担する納税者の不満を引き起 こすことになる。たとえば多 くの国において初等教育の

低学年の就学率が100%に 近い水準に引き上げられている場合に,こ の年齢層をCCTで 支
2)援

する必要はないといえよう。これに対 して,表3か らわかるように,ほ とんどの国におい

て貧 しい所得階層ほど,労 働せず通学する機会費用が高まる13歳 か ら19歳の年代で就学を断

念す る可能性が高まる。 この脆弱な年代の子供にターゲ ットを絞 った支援 としてCCTは 有

効であろう。

このように,支 援する必要の無い層を排除 したり,就 学機会が奪われやす くより脆弱なグ

ループを重点化するなど,タ ーゲッ トを絞 った りす ることでCCTの 実効性と効率性が向上

する。この場合,条 件を守 らない家庭への給付を停止するといったペナルティを課す ことに

よって家庭が責任を共有することに強制力を持たせなければならない。ただ し,家 庭が貧 し

いほど条件を履行す る機会費用が高 く(た とえば仕事を休んで子供に予防接種を受けさせ る

ことなど),そ のような家庭を排除 してしまうリスクがある。このように,条 件履行のモニ

タリングやターゲティングには行政の高度なデータ収集能力 と政策実施技術が求められる。

また,言 うまでもな く,現 金給付が本来の目的から離れて政治的な人気取りの手段 として利

用 されることのないよう,情 報公開による透明性の確保や外部評価を取 り入れた説明責任の
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表3所 得階層別 ・年齢別就学人口比率(2005年)

第1/5分 位 第3/3分 位 第5/5分 位

7-1213.1920-24 7-1213-1920-24 7-1213-1920-24

アル ゼ ンチ ン98.775.122.4 98,981,936.8 99,890,062.7

ボ リ ビア96β83.528.2 98,779,933.3 99,890,664.8

ブ ラ ジル97.473.617.4 99,375,721.3 99,689,853.9

チ リ99.281.418.9 99,884,131.4 99,694,167.8

コロ ンビア95.870.111.6 98,270,419.6 99,689,256.6

コス タ リカ99.078.426.4 99,478,136.0 100,093,467.5

エ ク ア ドル93.170.221.4 97,872,826.1 99,788,952.0

エ ルサ ルバ ドル91.667.514.5 96,679,322.8 99,090,243.6

グ アテ マ ラ84.263.311.1 88,868,221.1 94,378,343.9

ホ ン ジュ ラス89.955.813.3 95,166,ユ23.0 99,283,653.0

メ キ シコ96,360.514.4 99,670,926.6 99,187,148.7

ニ カ ラグ ア88.161.515.4 97,172,331.0 96,379,252.1

パ ナ マ98 .476.420.8 99,979,232.5 100,094,452.5

パ ラグ ア イ99 .170.710.4 98,975,223.7 100,088,257.2

ペ ル ー97.674.324.4 99,371,132.0 100,077,061.0

ドミニ カ共 和 国97283.030.7 97,583,033.5 98,184,257.9

ウル グ アイ98.666.414.1 98,183,142.9 99,696,272.5

ベ ネ ズエ ラ96.174.434.3 98,075,542.1 98,980,660.4

(出 所)ECLAC,StadSticalYearbookforLatinAmericaa加lthe(laribbean2006,ECLAC,Santiago,2007.

強化が制度設計に組み込 まれなければな らない。

3政 策転換の政治経済的背景

CCTが 経済的に合理的な政策であって も,従 来の一般補助金からCCTへ の政策転換の是

非は政治的決定に委ねられる。政策転換を成功 させるためには,特 に旧政策から既得権益を

得ていた層か らの反発を押 さえ,新 政策に対す る政治的支持を確保す る必要がある。CCT

の先駆けとなったプログレサへの政策転換に成功 したメキシコの事例を見てみると,高 度な

専門知識を有 した技術官僚の存在と大統領の政治的 リーダーシップが,CCT導 入の推進力

となったことがわか る。

まず,メ キシコでCCT導 入の直接的契機 となったのは,制 度的革命党(PRI)の セディー

ジョ政権が発足 した直後の1994年12月 にメキシコを襲った通貨危機であった。 アメリカ政府,

国際機関等からの金融支援が避けられない状況下,メ キシコ政府は緊縮的な金融 ・財政政策
3)

を迫 られることになった(西 島 ・細野2004)。 当時の政策担当者の間には,危 機が貧困層に

与えた打撃に対する懸念が広 まる一方で,極 めて厳 しい予算制約の下,大 規模な救済策を即

座に講 じることは困難であるとの認識が広まっていた(Levy2006,13)。 そのため,政 府は

既存の食料品に対する一般補助金を拡充するか,ま った く新 しい政策を打ち出すか,の 二者
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択一を迫 られたのであった(Levy200s,83)。 従来の一般補助金の問題点を認識 していたセ

ディージ ョ大統領 は,あ えて政治的困難が予想 される後者を選択 し,CCT導 入 に踏み切 っ

たのであった。

こうした大統領の判断が実際の政策施行につながるためには,政 権内での合意形成のみな

らず議会での予算承認を経なければならない。 しか し,そ の道の りは平坦ではな く,新 政策

が1997年 にプログレサとして実施に移されるまで実に数年を要 した。まず,政 権内での合意

形成に大きな役割を果た したのは,プ ログレサ設計の主導権を握ったテクノクラー トと呼ば

れる技縮 僚およびテクノポルと称される技縮 僚出身の政治家からなるチームであ。鶏

そのチームは,米 国の大学で博士号を取得 した経済学者であるセディージョ大統領 と,当 時

の財務次官であ り,国 際機関での勤務経験 もある経済学者のサンテ ィアゴ ・レヴィ(Santi-

agoLevy),お よび経済学 ・人口学の専門家で構成された。高度な専門知識を有するこれ ら

の人物が,CCTこ そが厳 しい財政制約下で貧困削減を可能にする唯一の有効 な手段である

ことを科学的根拠に基づいて説明 したことが,・閣僚からの支持を集めるのに効果的だったと
の

いえよう。こうして出来上がった政府案 は,議 会の承認を得て始めて政策 として施行される

が,そ の過程において も,テ クノクラー トによる説得,お よびセディージョ大統領のリーダ

ーシップが大きな効果を発揮 した
。

プログレサ導入の政策審議が行われた時期(1995-1996年)の 政治状況 は,1994年 の通貨

危機および漣 の政治スキ。ンダルの余波を受けて極めて不安定であ。£ 特 に,70年 近 く

にわたり政権党として君臨 してきたPRIは,政 治経済の混乱を引き起 こした責任を問われ,

その権威を大きく失墜させた。その結果,PRI率 いる一党支配型の政治体制が崩れ始め,野

党の政策形成への影響力が強ま りつつあったのだ。 こうした政党間勢力バ ランスの変化は,

プログレサ導入をめ ぐる政治過程 に複雑に絡み合うこととなった。

低所得者向けの一般補助金を段階的に排除し,徐 々にターゲテ ィング型政策へ移行するセ

ディージョ案 には,野 党だけでな く与党内からも反対の声が上がるなど,新 政策案 に対する

政治的合意形成は難航を極めた。特 に,与 党PRIの 前サ リーナス政権下(1988-1994)で 大

規模に実施 されたターゲテ ィング政策であるプロナソル(PRONASOL)が,貧 困削減という

目的よりも,政 治的支持を動員する目的で恣意的に分配 されたとの批判が広まっていたこと

が大 きく影響 していた。貧困削減政策は 「大統領の集票マシーンである」 との固定観念が根

強い雰囲気の中で,プ ログ レサは,社 会投資型ターゲティングのプロナソルとは制度設計が

大幅に異なるCCTで あ り,厳 しい財政制約下での貧困削減を可能 とす るために必要不可欠

な方策であることを説得 しても,理 解を得るのは至難の技であった。

まず,中 道右派の野党である国民行動党(PAN)は,新 ターゲティング政策 もプロナソル

同様,大 統領の政治的支持動員政策であるとの疑念からプログレサの導入に異議を唱えた。
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kた,都 市部に多数の支持基盤を持つ左派野党である民主革命党(PRD)は,一 般補助金の

敦廃は,貧 困者を益々困窮 させるだけであると主張 し,タ ーゲティング型政策の導入に断固

1し た反対を表明 した。一方,与 党PRI内 には依然 としてプロナソル擁護派がお り,上 記

Dプ ロナソル批判は証拠が乏 しく,同 様の政策を再び導入するべきだと主張 した。

しか し,政 治経済の混乱を引き起 こした張本人 とみなされた,サ リーナスの看板政策であ

5プ ロナ ソル再現案 に支持 は集 まらなかった。一方,こ の時期にPRIの 権威が失墜 したと

よいえ,1997年 の中間選挙前,PRIが 依然として連邦議会の多数派を占めていた。そのため,

'RI内 でコンセンサスが得 られさえすれば,野 党か らの反対を押 し切 り,プ ログレサ導入に

寸する議会の承認を得 る可能性は高か った。 さらにこの時期,腐 敗 したイメージの強いPRI

)党 内政治から距離を置 く,技 術官僚出身のセディージョに対する評価が徐々に高まりつつ

6っ た。 このセディージョが,党 派性の強いサリーナスとはまった く異なる政治的 リーダー

ノップを発揮するにつれて,彼 が推進するプログレサは,政 治色の強いプロナソルとは異な

5新 しい政策であるとの認識が次第に広 まっていった。これに加えて,プ ログレサ設計に主

享的な役割を果た したレヴィが,議 会の公聴会でプログレサに懐疑的な議員に対 して,タ ー

fテ ィング型CCTこ そが,厳 しい財政制約下で効率的に貧困を削減するために唯一実行可

旨な政策オプションであることを,科 学的根拠を交えて根気よ く説得 し,次 第に与野党議員

,・らの支持を集めていったのである。

以上まとめると,1994年 の通貨危機 と流動的な政治状況を背景 として,プ ロナソルとの差

IIJ化,依然 として多数派のPRI,非 党派的なセディージョ,そ して技術官僚による科学的根

匹に基づ く説得等の要因が作用 した結果,CCT導 入への政治的合意が形成 され,1997年8

ヨにプログレサ誕生 となったのである。

4プ ログ レサの持続性および拡大の推移

前節で説明 したように,1994年 にメキシコを襲 った通貨危機,お よび数々の状況要因が好

蔑を生み出し,プ ログレサへの政策転換を可能にした。 しか し,予 算上の制約から,受 給範

咀を貧困度が高い地域の一部の極貧層へ限定 した小規模な政策 としてスター トせざるを得な

b》った。メキシコ全土に存在する貧困層へまんべんな く便益を行き渡 らせるために,2つ の

改治的難題を乗 り越えねばならなかった。まず,受 給範囲を拡大するためには,厳 しい財政

尉約下で予算増額の承認を取 り付ける必要があった。さらに,貧 困層をすべてカバーす るま

でに時間がかかる一方で,メ キシコでは政権交代が行われるたびに政策が途切れて しまうこ

とが珍 しくない。 したがって,政 策を継続するためには,6年 毎 に行われる政権交代をなん

とかして乗 り切 らねばならなか った。

結果として,プ ログレサが2度 の政権交代を生き延びただけでな く,1997年 か ら2007年 ま
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での10年 間で次第に拡大することが可能になったのは,財 政負担が少なかったという経済的

理由に加えて,外 部評価が制度設計に初めか ら組み込まれていたことの意義が大 きい。つま

り,外 部評価の活用によって問題点を早期に発見し,即 座に改善に役立てることができただ

けでなく,政 策の透明性と説明責任を高めたことが,新 政策に対する評価を高めるのに役立

った。 このように試行錯誤を繰 り返 しなが ら,徐 々に新政策への政治的信頼を獲得 しつつ拡

大を目指す漸進的アプローチが功を奏 し,「結果 として」政策の継続 を可能に したといえよ
7)
う。この経験は,メ キシコ型CCTの 導入を目指す国にとって,制 度設計に関する重要なイ

ンプリケーションを持つと考えられる。以下,プ ログレサの制度的特徴が どのように継続 ・

拡大へ と結びついたのか見てゆく。

4.1タ ーゲティング方式の軽い財政負担

プログレサのようなCCT型 のターゲティング政策が効果を挙げることができるかどうか

は,給 付を必要とす る貧困層をいかに正確に特定することができるかにかかっている。プロ

グレサの制度設計に関わったテクノクラー トは,「 必要なところに必要なだけ」補助金を配

分することによって希少資源の効率的分配を行 うために,正 確なターゲティング方式を設計

することに多大な労力を費や した。具体的には,地 域別の貧困度を示す 「マージナリティ指

数(indicedemarginaci6n)」 によって農村の貧困地域を特定 し,そ の地域の住民全員 につい
8)て代理変数を用

いた資力調査(proxymeanstesting)を 行 って支給対象世帯を選出する。そ

の上で各家計が,子 供を学校へ通わせ ることや保健所の定期健康診断を受診する等の 「共同
9)責任」を果たす

ことに同意 した場合に受給資格が与えられる。現金給付のほかにも,妊 婦や

授乳期の母親,乳 幼児(2歳 まで),栄 養不足の子供(3歳 ～5歳)へ の栄養食品や,保 健所

で受 け取る医薬品などの現物給付 もある。

就学のための給付金の対象は小学3年 生か ら高校卒業までである。支援がなくて も就学が

維持 される可能性が高い小学低学年は対象となっていない。学年が上がるにつれて給付額が

段階的に上がり,ま た中学以上では女子に対 してさらに加算される。就労 目的で学校を ドロ

ップ ・アウ トする可能性が高 くなるターゲ ットに対 して,学 校へ通い続けるインセ ンティブ

を高めるために盛 り込まれたこの仕組みは,メ キシコのCCTの 特徴である(表4)。

こうしてメキ シコのCCTは,厳 しい財政制約の下で,効 率的かつ効果的な貧困政策とし

て機能するべ く設計された。1997年 にプログレサが導入された当時,貧 困状態がより深刻な

農村部のコミュニティから政策が適用 され,そ の後2001年 に準都市部,2002年 に都市部の貧

困地帯へと次第に給付範囲が広め られていった。その結果,1997年 には30万 世帯に対 して給

付を与え るに過 ぎなかったが,2005年 にはメキシコ全市(2436)に 及ぶ500万 世帯をターゲ

ットの対象とするまでに拡大 した(表5参 照)。
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表4奨 学金 支給額 一 覧(月 額,2007年3-4月)(単 位:ペ ソ,カ ッコ内米 ドル概算)

男子1女 子 学用品1学 期目 学用品2学 期目

小学校3年 生 125(12)

165

(16)

85

(8)

4年 生 145(14)

5年 生 185(18)

6年 生 250(24)

中学校1年 生 360(35) 385(38)
年1回310

(30)
2年 生 385(38) 425(42)

3年 生 405(40) 465(46)

高校生1年 生 610(60) 700(68)
年1回310

(30)
2年 生 655(65) 745(74)

3年 生 695(69) 790(78)

(出所)Oportunidades.2007.Rogramadel)esarrollOHtimano(iPo「tunitlades'MontosMensuales(in「esPon'

dientesalSagundoSemestred艶1200Z

http:∠Xwww.opOrtunidades.gob.mxlinformaci。n.gener鵡emes惚22007頭(2007年9月25日 ア ク
セス)

政 策 転 換 に お い て 最 大 の争 点 とな った 新 貧 困 削 減 政 策 の 財 政 負 担 で あ る が,1997年 の 総支

出 額46億5600万 ペ ソ は,GDPの わ ず か0.01%で あ っ た。 そ の後 の 拡 大 に伴 っ て 財 政 負 担 も

増 え た が,給 付 範 囲 が500万 世 帯 に拡 大 した2005年 で も,対GDP比 で0.36%を 占 め る に過 ぎ

な か った 。 こ の よ う に,タ ー ゲ テ ィ ング 型 政 策 の 国家 財 政 へ の負 担 が 軽 か った た め,連 邦議

会 に お け る予 算 審 議 に お い て,政 策 拡 大 に伴 う支 出増 額 が 政 治 的 反 対 に遭 う こ と も なか った

の で あ る。 こ う して,CCTに 関 わ る 支 出 の 財 政 負 担 が 軽 い こ と が,政 策 の 持 続 お よ び拡 大

の可 能 性 を 高 め た 重 要 な要 素 とな っ たの で あ る。

表5プ ログ レサ拡 大 の推移(1997-2007年)

年度
支出額合計 世帯当り支出額 受益世帯数

(単位:千)
ペ ソ時価

(単位:百 万)
対GDP比

ペ ソ時価

(単位:百 万)
2005年 ペ ソ

1997 465.8 0.01 1,549.0 823.2 300.7

1998 3,398.6 0.09 2,130.0 1,312.4 1,595.6

1999 6,890.1 0.15 2,987.5 2,141.7 2,306.3

2000 9,586.9 0.17 3,871.3 3,044.4 2,476.4

2001 12,393.8 0.21 3,828.0 3,202.0 3,237.7

2002 17,003.8 0.27 4,010.3 3,523.7 4,240.0

2003 22,331.1 0.32 5266.8 4,837.7 4,240.0

2004 25,651.7 0.33 5,130.3 4,933.3 5,000.0

2005 29,964.2 0.36 5,992.8 5,992.8 5,000.0

2006 33,525.7 0.36 6,705.1 6,947.9 5,000.0

2007 36,086.9 n.a. 7,217.4 7,711.6 5,000.0

(出所)2006年 および2007年 の大統領教書 より作成。 なお,2007年 の数値 は推計。
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4.2政 策拡大および政権交代サバイバルへの外部評価の効果

政策の拡大および政権交代を生 き延びるという2つ の政治的難題の克服において,国 内外

の外部機関の専門家による科学的分析に基づ く政策評価の与えた影響は注 目に値する。これ

らの評価は,前 例のないCCTと いう新 しい政策の有効性 に対する客観的な裏づけとな り,

徐々にプログレサに正当性を付与 し,政 治的支持を得る上で決定的な役割を果た したのであ

る。国内外の定評ある学術機関の専門家が評価分析に加わり,貧 困削減へのインパク ト評価,
10)

および施策プロセスに関するプロセス評価を行 ってきた。

1997年 のプログレサ発足当初から外部評価が行われていたが,プ ログレサが開始 して間も

ない頃は,タ ーゲティングの正確 さに関 しての分析が集中的に行われた。例えば,プ ログレ

サの受益者選別方式は,特 に貧困 レベルの極めて高い世帯を特定する上で優れている一方で,

受給資格のない者を選んで しまったり(errorofinclusion),受 給されるべきものを排除 して

しまったりす る(errorofexclusion)問 題 も存在することが統計的 に示 された(Skoufias ,

Davis,andBehrrnan1999)。 こうした指摘を受け,プ ログレサを担当する社会醗 省は即座
11)

に資力調査の方法を改善 したのである。 このように,問 題点の早期発見 と即座の解決を繰 り

返 しながら施策方法の改善に努めたことが,プ ログレサは旧貧困削減政策 と異な り,政 治的

動機からではな く,真 剣に貧困削減を行うことを意図 しているとの評判を広めることになっ

たのである。さらに,特 に欧米の著名な経済学者か ら概 して肯定的な外部評価がなされたこ

とが,同 政策にさらなる正当性を付与 したことの意義 も大きい。

また,社 会開発省がこれ らの外部評価報告を積極的に公開してきたことは,プ ログレサの

透明性 と説明責任を高めるために役立った。例えば,政 策評価の報告書,分 析手法,デ ータ

公開が積極的に行われてお り,社 会開発省のホームペー ジから誰で も簡単 にアクセスするこ

とができ,外 部評価がどのような手順で行われたのかを確かめることも可能である。 これら

の評価報告は毎年議会に提 出され,連 邦議会および会計検査院による独 自の監査が行われる。

こうした独立 した機関による外部評価のチェックは,プ ログレサの有効性 に対 して更なる客

観性を与えたといえるだろう。 さらに,外 部評価者と社会開発省 との癒着関係を防 ぐために,

現在,評 価者は公募を経て選定 されている。 こうした外部評価の客観性を保つ努力 も,プ ロ

グレサの評価を高めるのに役立 ったといえよう。

こうして外部評価がプログレサの有効性を客観的に証明す ることにより,ま た外部評価の

成果が積極的に公開されてきたことによって,プ ログレサに対する肯定的な評価が次第に定

着 した。その結果,政 策の拡大 とそれに伴 う予算増額に対す る政治的支持を獲得することが

できた。 こうした政策の拡大に加えて,外 部評価は,プ ログレサが2000年 の政権交代を乗 り

切る際にも重要な役割を果たしたのである。

2000年7月 の大統領選挙でPANの ビセンテ ・フォックスが次期大統領 に選出された。そ
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の後,政 権交代が行われる12月 までの期間,フ ォックスを含む移行チームに対 して,社 会開

発省の現政権担当者から外部評価に基づ くプログレサの成果が説明された。また,外 部評価

報告を通 してプログレサの有効性を認識 していた米州開発銀行や世界銀行の専門家は,プ ロ

グレサ継続を勧める独 自の政策提言をフォックスに対 して行 ったのである(Levy2006,112-

113)。 その結果,フ ォックス政権は,プ ログレサを継続するだけでな く,2001年 には大規

模な拡大,そ して奨学金の期間延長を行 う決断を下すに至 った。2000年 か ら2006年 までの間,

プログレサは2002年 にオポル トゥニダデスへと名称変更を し,2005年 には500万 世帯を受給

対象とす るまでに拡大 したのである。 フォックス政権下,メ キシコのCCTに 対する国際的

な評価はさらに高 まり,ラ テンアメリカ諸国のみな らず,ト ルコ,イ ン ドネシア,南 アフリ

カなど世界中から視察団がメキシコ・モデルから学ぶために社会開発省を訪れた。その結果,

2006年 の政権交代時にはプログレサの継続に対 して異議を唱える者は無 く,現 在に至るまで

試行錯誤を繰 り返 しながらメキシコ各地で施策が続けられているのである。

5お わ り に

ラテンアメ リカの貧困層は,生 活に最低限必要な物資の欠乏に直面 しているのと同時に,

短期的な外生 ショックが長期的に貧困をさらに悪化 した状況に導いてしまう脆弱な状態に置

かれてきた。 この脆弱性を将来克服するための人的資本の形成を今 日進める必要があ り,そ

のために家庭が子供の教育や健康 ・栄養管理に責任を持 って取 り組むことと,そ のような行

為の変革を社会が現金給付で支えるという,共 同責任の原則で社会を挙げたリスクへの取 り

組みとして,ラ テンアメリカではCCTが 広 く実施 されるようになっている。

その中で も最大の成功例と思われるメキシコのプログレサ/オ ポル トゥニダデス計画は,

通貨危機後の厳 しい財政制約の中における実効性のある貧困対策として,そ れまでの一般補

助金に代わって導入されたターゲティング政策である。政策変更はさまざまな勢力の反対に

遭いなが らも,財 政負担の軽さやそれまで選挙対策として政治的に利用 されてきた社会政策

と差別化することで,何 とか実現に漕ぎ着けた。その後 も夕一ゲティングの客観性および第

三者による外部評価を通 じた透明性の確保 と制度設計の改善,さ らに国際機関からお墨付き

をあたえ られたことか ら,2度 の政権交代を経てもプログラムは継続 ・拡大 している。

このように,高 い評価が与え られているメキシコのCCTも,な おい くつかの課題を抱え

ている。まず,こ れまでの外部評価で指摘されているように,プ ログレサによる支援が子供

たちの就学期間の延長や身体発育の改善などの良い効果をもた らしている反面,学 力の向上

には必ず しも結びつかない。 このために,CCTの コンデ ィショナ リティとして通学するだ

けで良 しとするのではな く,学 業成績の改善 とも結びつけるべ きだと主張する議論 もある

(Parker,Behrman,andTodd2005)。 また,貧 困地域の子供の学力の伸び悩みは,公 立学校
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の設備や教育の質にも大いに原因があると見 られていることから,教 育の供給面の改善は急

務であろう。さらに,農 村において高校を卒業することが珍 しくな くなり,特 に女子の教育

参加が促進 されたのは事実である一方,学 生たちが卒業後にその能力を発揮 して働 く職場が

不足 している。政府は,プ ログレサ/オ ポル トゥニダデス計画の受益者が高等教育に進学す

る際の補助や個人のビジネスを立ち上げようとする際の助成など,別 の政府プログラムへの

受け渡 しを検討するとしている。育成 した人材をできるだけ多 く地元に定着 させることは,

メキシコにおいて深刻な地域間所得格差の縮小 につなが ることが期待できよう。

CCTの ターゲティングの方法 については,こ れまでも外部評価の意見を取 り入れながら

技術的な改善が進んできたところである。 これまで農村の貧困対策として実施されてきたプ

ログレサ/オ ポル トゥニダデス計画は,現 在全国の都市部においても実施されるようになっ

ている。都市部におけるターゲテ ィングの効率性を調査 したCoadyandParker(2005)に よ

れば,人 口の多い都市部では農村部で行 ったように対象地域の住民全員の資力調査をするの

ではな く,自 己申請を先着順に調査 したところ,(1>情 報量の多い貧困でない家庭に受給資格

を与えて しまった,(2)貧 困が深刻な地域では申請者が多すぎて予算の制約により受給資格 を

得 られない貧困家庭があった,(3)貧 困が比較的深刻でない地域ではプログラムについての情

報が周知 されず,貧 困家庭を十分 に把捉できなかった,な どの問題があったことを報告 して

いる。 このように,人 口規模が大きく,生 活水準が多様である都市部において正確なターゲ

ットを行 うことは高いコス トがかか り,技 術的にも困難であるため,今 後いっそうの研究が

必要 とされている。

最後に,共 同責任原則が もたらす負の効果 について触れたい。共同責任の遂行義務 は,一

家の母親 に課されている。具体的に,給 付金を受け取 るためには,子 供を学校や保健所の定

期健康診断に行かせる他,保 健セ ミナーへの出席,コ ミュニティー業務の遂行などの義務を

果たさなければならないが,こ れらの共同責任をすべて果たすことは,日 常生活に大 きな時

間的制約 を課す ことを意味する。実際,支 給対象 となる貧困家庭の母親は仕事と家事の両方

に追われていることが珍 しくないため,や むを得ず義務を怠る場合が生 じる。 しかし,こ う

した場合でも,「義務不履行」 とみなされ,自 動的に給付がス トップする多 くの実例が報告

されている。現在 に至るまで,母 親に過度の負担を課すことの負の効果について,い ずれの

外部評価研究 も分析を行 っていない。複数の社会学者がこのテーマに関 して質的分析 を行 っ

たが(例 えば,Luccisano2006),最 終的な結論を導 くには至っていない。厳密な数量分析を

行 うことによってこれ らの研究を補完 し,条 件付現金給付が厚生水準に与え うる負の影響を

評価することが必要だといえよう。

以上のような問題点が指摘 される一方,プ ログレサ/オ ポル トゥニダデス計画は,メ キシ

コが試行錯誤を繰 り返 しつつ独 自に作 り上 げたものであり,ラ テンアメリカ諸国のみならず,
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他の途上地域のCCT導 入に大きな影響を与えたことを忘れてはならない。途上国のみな ら

ず,ニ ューヨーク市で も同様の貧困削減政策(CiPPortunityNYC)の 導入が計画されてお り,

2007年4月,ブ ルームバーグ市長がメキシコへ視察に訪れた。本稿で論 じたように,経 済的

に合理的とみなされる政策であって も,実 際の運営や効果は政治的要因に大き く左右される。

CCTの 効果的な実施を目指す国にとって,メ キシコの経験か ら学ぶことは多いといえよう。

注

1)IDB(2006)は ラテ ンア メ リカ にお いて政 治 や制度 が経済 に与 え る影 響 を幅広 く分析 して い る。

2)Dasetal.(2005)が 指摘 して い る よ うに,P'がCよ り も右 にあ って,初 等教 育 が下 級 財 であ

る場合 に現 金 移転 によ ってPTが 選 択 され て 当該家 庭 の教 育 水準 が かえ って低 下す るfUngibility

の 問題 が生 じるこ と もあ りうる。

3)1995年 の実質 経済 成長 率 は マイ ナ ス6.2%と な り,ま た1994年 には7.1%だ った イ ン フ レ率 は,

1995年 には52%へ と上昇 す る等,通 貨 危機 後 の 経済 状 況 は極 め て深 刻 で あ った(西 島 ・細 野

2004,p.102)0

4)実 際 に,1995年 か ら1996年 にか け て,米 州 開発 銀 行(IDB)と 世界 銀 行 の専 門家 は,政 策 設 計

につ いて 「技術 的 な助言」 は行 った が,「 政 策 提言」 を行 った ことを示 す証拠 は見 当た らな い。

5)特 に,レ ヴ ィが1991年 に世 界銀 行 か ら出版 したペ ーパ ー,「 メキ シ コにお け る貧 困 削減(Pov・

ertyAlleViationinMeXico)」 で提 言 されて い るCCT概 念 が,プ ログ レサ設計 に大 き な影響 を及

ぼ した。

6)具 体的 に,1月 に は南 部 チアパ ス州 にお いてサパ テ ィス タ民 族解 放軍 が武 装蜂 起 し,3月 には

当 時 の与党 で あ る制 度 的革 命 党(PRI)の 大統 領 候補 であ るル イ ス ・ ドナ ル ド・コロ シオ(Luis

DonaldoColosio)が 選挙 遊説 中 に暗殺 され た。 さ らに,同 年9月 にはPRI幹 事長 で あ るフ ラ ンシ

ス コ ・ル イ ス ・マ シュー(FranciscoLuisMasseiu)が 暗 殺 された。

7)レ ヴィは この漸進 的 ア プロー チを 「ス ケ ール ・ア ップ戦 略」 と称 し,政 策 設計 段 階か ら意 図 し

て いた もので は な く,振 り返 ってみ る と段 階 的 に前 進 す るこ とによ って プ ログ レサ が継続 された

と語 って い る(Levy2006)。

8)正 確 な家計所 得 の デー タを集 め るの は困難 で あ り,現 金 給付 の 資格 を得 るた め に所 得 を過少 申

告 され る可能 性 もあ るので,所 得 と相 関 関係 に あ って よ り収集 しやす い代理 変数 を用 いる こと に

よ って,よ り正確 に貧 困 家計 とそ うで な い家 計 を識 別 す る方 法 。Sko血as,DaVis,anddelaVega

(2001)は プ ロ グ レサ の資 力調 査 は非常 に貧 しい家 庭 を高 い精 度 で識 別 したが,受 給 資 格基 準 値

に近 い,や や貧 困な家庭 を排 除 して しま う可能 性 があ った こ とを指摘 して い る。

9)タ ー ゲ テ ィ ング方 式 の詳 しい説 明 にっ し・ては,Skoufias,DaVis,andBehrman(1999)を 参 照 さ

れた い。

10)1997年 には,受 給 世帯 を施 策 グル ー プ と比較 グルー プに分 けて 抽 出 した サ ンプル を用 いて ベー

ス ライ ン調査 が行 われ,そ の後数 回 にわ た って フ ォローア ップ調 査が行 わ れた。 こ う した複数 年

の調 査結 果 を比べ るこ とによ って,中 長期 的 な政策 効果 を分析 す るこ とが 可能 とな った。 外部 評

価 に関わ った機関 と して,ワ シ ン トンD.C.に 拠 点 を置 く国 際食 料政 策 研 究機 関()ntemetional
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FoodPolicyResearchInstitecte,IFPRI),欧 米大 学 の経 済 学者,メ キ シコ社 会人 類学 高 等 調査 研 第

所(CentredeInvestigaciOttesyEstudiOsSuψeribresenAntrOPolOgiaSocial,CESAS)の 社 会 学 ・人 寿

学 者,メ キ シコの 国立公 衆 衛生 研 究所UnstitUtoNturibnaldeSalndPtiblica,INSP)等 が挙 げ らiti

るρ

11)具 体 的 に,社 会 開発 省 が,代 理変 数 を用 いた資 力調 査 に基 づ き判別 分析 を用 い てス コアを作 が

し,貧 困 ライ ンを設定 して受 益対 象者 を決定 す る。IFPRIに よる第一 回 目の外 部 評価 によ って,

ス コア作成 におけ る問題 点が 明 らか に され た直後,社 会開 発省 は即座 にス コア作 成 方法 の見 直 し

を行 った。 具体 的 な外 部評価 の フィー ドバ ックに関 して は,】Levy(2006)お よび社 会 開発省 の オ

ー ムペー ジ(WWW .oportunidades.gob.mx)で 公 開 されて い る外 部評 価報 告書 を参 照。
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